
議 事 資 料 １
秋 田 市 地 域 公 共 交 通 協 議 会 規 約 （ 変 更 案 ）

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 約 は 、 秋 田 市 地 域 公 共 交 通 協 議 会 設 置 要 綱 第 ７ 条 の 規 定 に

よ り 、 秋 田 市 地 域 公 共 交 通 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う ） の 運 営 に。

関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 協 議 事 項 ）

第 ２ 条 協 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 協 議 す る も の と す る 。

( 1 ) 「 秋 田 市 公 共 交 通 政 策 ビ ジ ョ ン （ 仮 称 （ 以 下 「 ビ ジ ョ ン 」 と い）」

う ） の 作 成 お よ び 変 更 に 関 す る 事 項。

( 2 ) ビ ジ ョ ン に 関 係 す る 事 業 の 実 施 に 関 す る 事 項

( 3 ) 地 域 の 実 情 に 応 じ た 適 切 な 乗 合 旅 客 運 送 の 態 様 お よ び 運 賃 ・ 料 金 等

に 関 す る 事 項

( 4 ) 市 運 営 有 償 運 送 の 必 要 性 お よ び 旅 客 か ら 収 受 す る 対 価 に 関 す る 事 項

( 5 ) 協 議 会 の 運 営 方 法 そ の 他 協 議 会 が 必 要 と 認 め る 事 項

（ 議 事 ）

第 ３ 条 協 議 会 は 、 会 長 が 招 集 す る 。

、 、２ 協 議 会 は 委 員 の 半 数 以 上 の 出 席 が な け れ ば 議 事 を 開 く こ と が で き ず

そ の 議 事 に お い て 議 決 を 要 す る 事 項 に つ い て は 、 特 別 の 定 め が あ る 場 合

を 除 く ほ か 、 出 席 委 員 （ 代 理 人 を 含 む 。 以 下 同 じ ） の 過 半 数 で 決 し 、 可

否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。

３ 会 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 会 議 の 委 員 以 外 の 者 の 出 席 を 求

め 、 説 明 又 は 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。

４ 学 識 経 験 者 と し て 委 嘱 さ れ た 委 員 以 外 の 委 員 は 、 協 議 会 に 代 理 人 を 出

席 さ せ る こ と が で き る 。

（ 特 別 の 議 決 ）

第 ４ 条 第 ２ 条 第 １ 号 お よ び 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 に お い て 、 議 決 を 要 す る

事 項 に つ い て は 、 出 席 委 員 の ３ 分 の ２ 以 上 で 決 す る 。



（ 協 議 結 果 の 取 扱 い ）

第 ５ 条 協 議 会 に お い て 協 議 が 調 っ た 事 項 に つ い て 、 協 議 会 の 構 成 員 は そ

の 協 議 の 結 果 を 尊 重 し な け れ ば な ら な い 。

（ 分 科 会 ）

第 ６ 条 会 長 は 、 第 ２ 条 の 協 議 事 項 に 関 し て 、 必 要 に 応 じ て 、 分 科 会 を 設

置 す る こ と が で き る 。

、 、２ 分 科 会 は 秋 田 市 地 域 公 共 交 通 協 議 会 設 置 要 綱 第 ２ 条 に 定 め る 構 成 員

そ の 他 協 議 会 が 必 要 と 認 め る 者 を も っ て 構 成 す る 。

３ 分 科 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 会 議 の 委 員 以 外 の 者 の 出 席 を

求 め 説 明 又 は 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。

（ 経 費 ）

第 ７ 条 協 議 会 の 経 費 は 、 負 担 金 、 補 助 金 お よ び そ の 他 の 収 入 を も っ て 充

て る 。

（ 財 務 に 関 す る 事 項 ）

第 ８ 条 協 議 会 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、 翌 年 ３ 月 3 1日 に 終

わ る も の と す る 。

２ 各 会 計 年 度 に お け る 歳 出 は 、 そ の 年 度 の 歳 入 を も っ て 、 こ れ に 充 て な

け れ ば な ら な い 。

３ 前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 協 議 会 の 予 算 の 編 成 お よ び 現 金 の 出 納 そ

の 他 財 務 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 協 議 会 に 諮 っ て 定 め る 。

（ 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 ）

第 ９ 条 委 員 等 は 、 会 議 に 出 席 し た と き は 報 酬 お よ び 費 用 の 弁 償 を 受 け る

こ と が で き る 。

２ 前 項 に 定 め る 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 の 額 な ら び に そ の 支 給 方 法 は 、 会 長

が 協 議 会 に 諮 っ て 定 め る 。

（ そ の 他 ）

、 、第 1 0条 こ の 規 約 に 定 め る も の の ほ か 協 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は

会 長 が 協 議 会 に 諮 っ て 定 め る 。



附 則

こ の 規 約 は 、 平 成 1 9年 ９ 月 2 7日 か ら 施 行 す る 。

こ の 規 約 は 、 平 成 2 0年 ６ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。
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秋田市地域公共交通協議会規約 新旧対照表

改正案 現行

第１条 この規約は、秋田市地域公共交通協議会 第１条 この規約は、秋田市地域公共交通協議会
設置要綱第７条の規定により、秋田市地域公共 設置要綱第６条の規定により、秋田市地域公共
交通協議会（以下「協議会」という ）の運営 交通協議会（以下「協議会」という ）の運営。 。
に関し必要な事項を定めるものとする。 に関し必要な事項を定めるものとする。

第２条（略） 第２条（略）
(1)（略） (1)（略）
(2) ビジョンに関係する事業の実施に関する事 (2) ビジョンの実施にかかる連絡調整に関する
項 事項

(3)(4)(5)（略） (3)(4)(5)（略）

第２条、第３条、第４条、第５条、第６条（略） 第２条、第３条、第４条、第５条、第６条（略）

第７条 協議会の経費は、負担金、補助金および
その他の収入をもって充てる。

第８条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始
まり、翌年３月31日に終わるものとする。

２ 各会計年度における歳出は、その年度の歳入
をもって、これに充てなければならない。

３ 前各項に定めるもののほか、協議会の予算の
編成および現金の出納その他財務に関し必要な
事項は、会長が協議会に諮って定める。

第９条 委員等は、会議に出席したときは報酬お
よび費用の弁償を受けることができる。

２ 前項に定める報酬および費用弁償の額ならび
にその支給方法は、会長が協議会に諮って定め
る。

第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の 第７条 この規約に定めるもののほか、協議会の
運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ 運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ
て定める。 て定める。
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秋 田 市 公 共 交 通 協 議 会 会 議 傍 聴 規 程 （ 案 ）

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 程 は 、 秋 田 市 公 共 交 通 協 議 会 設 置 要 綱 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 、

秋 田 市 公 共 交 通 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う ） の 会 議 （ 以 下 「 会 議 」。

と い う ） の 傍 聴 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。。

（ 傍 聴 券 の 交 付 ）

第 ２ 条 会 議 を 傍 聴 し よ う と す る 者 は 、 傍 聴 券 の 交 付 を 受 け な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 報 道 関 係 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。

（ 傍 聴 す る こ と が で き な い 者 ）

第 ３ 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 傍 聴 す る こ と が で き な い 。

( 1 ) 銃 器 、 棒 そ の 他 人 に 危 害 を 加 え 、 又 は 迷 惑 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 物 を

携 帯 し て い る 者

(2) プ ラ カ ー ド 、 旗 、 の ぼ り の 類 を 携 帯 し て い る 者

、 （ 。）、 、(3) 鉢 巻 き 腕 章 報 道 関 係 者 で あ る 旨 を 表 示 す る 腕 章 を 除 く た す き

リ ボ ン 、 ヘ ル メ ッ ト の 類 を 着 用 し 、 又 は 携 帯 し て い る 者 。

( 4 ) ラ ジ オ 、 拡 声 機 、 無 線 機 、 マ イ ク 、 録 音 機 、 写 真 機 、 映 写 機 の 類 を 携

帯 し て い る 者 た だ し 撮 影 又 は 録 音 を す る こ と に つ き 協 議 会 の 会 長 以。 、 （

下 「 会 長 」 と い う ） の 許 可 を 得 た 者 を 除 く 。。

(5) 笛 、 ラ ッ パ 、 太 鼓 そ の 他 の 楽 器 の 類 を 携 帯 し て い る 者

(6) 酒 気 を 帯 び て い る と 認 め ら れ る 者

(7) そ の 他 会 議 を 妨 害 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 者

（ 傍 聴 人 の 守 る べ き 事 項 ）

第 ４ 条 傍 聴 人 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 守 ら な け れ ば な ら な い 。

( 1 ) 会 議 に お け る 言 論 に 対 し て 拍 手 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 然 と 可 否 を 表 明

し な い こ と 。

(2) 私 語 、 談 笑 等 会 議 の 妨 害 に な る よ う な 行 為 を し な い こ と 。

(3) 張 り 紙 を 掲 げ る な ど 示 威 行 為 を し な い こ と 。

(4) 飲 食 又 は 喫 煙 を し な い こ と 。

(5) み だ り に 席 を 離 れ な い こ と 。
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( 6 ) そ の 他 会 議 の 秩 序 を 乱 し 、 又 は 会 議 の 妨 害 に な る よ う な 行 為 を し な い

こ と 。

（ 写 真 、 映 画 等 の 撮 影 お よ び 録 音 等 の 禁 止 ）

第 ５ 条 傍 聴 人 は 、 写 真 、 映 画 等 を 撮 影 し 、 又 は 録 音 等 を し て は な ら な い 。

た だ し 、 会 長 の 許 可 を 得 た 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。

（ 係 員 の 指 示 ）

第 ６ 条 傍 聴 人 は 、 係 員 の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 傍 聴 人 の 退 場 ）

第 ７ 条 傍 聴 人 は 、 会 議 を 公 開 し な い 旨 の 決 定 が あ っ た と き は 、 速 や か に 退

場 し な け れ ば な ら な い 。

（ 違 反 に 対 す る 措 置 ）

第 ８ 条 傍 聴 人 が こ の 規 程 に 違 反 す る と き は 、 会 長 は こ れ を 制 止 し 、 そ の 命

令 に 従 わ な い と き は 、 当 該 傍 聴 人 を 退 場 さ せ る こ と が で き る 。

（ 委 任 ）

第 ９ 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 傍 聴 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 別

に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 20年 ６ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。



秋 田 市 地 域 公 共 交 通 協 議 会 財 務 規 程 （ 案 ）

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 程 は 、 秋 田 市 地 域 公 共 交 通 協 議 会 規 約 第 ８ 条 第 ３ 項 の 規 定

に 基 づ き 、 秋 田 市 地 域 公 共 交 通 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う ） の 予。

算 の 編 成 、 現 金 の 出 納 そ の 他 財 務 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）

第 ２ 条 協 議 会 の 会 長 （ 以 下 「 会 長 」 と い う ） は 、 毎 会 計 年 度 予 算 を 調。

整 し 、 協 議 会 の 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う ） の 承 認 を 得 な け れ ば な ら。

な い 。

（ 予 算 の 補 正 ）

第 ３ 条 会 長 は 、 協 議 会 に 係 る 既 定 予 算 に 補 正 の 必 要 が 生 じ た 場 合 は 、 こ

れ を 調 整 し 、 会 議 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 款 お よ び 項 ）

第 ４ 条 歳 入 予 算 の 款 お よ び 項 の 区 分 は 、 別 表 １ の と お り と す る 。

２ 歳 出 予 算 の 款 お よ び 項 の 区 分 は 、 別 表 ２ の と お り と す る 。

３ 前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 年 度 に お い て 臨 時 か つ 特 別 な 理 由 が

あ る と き は 、 新 た な 款 又 は 項 を 定 め る こ と が で き る 。

（ 出 納 お よ び 現 金 等 の 保 管 ）

第 ５ 条 協 議 会 の 出 納 は 、 会 長 が 行 う 。

２ 会 長 は 、 協 議 会 の 事 務 局 の 職 員 の う ち か ら 協 議 会 の 出 納 員 を 命 ず る こ

と が で き る 。

３ 協 議 会 の 出 納 員 は 、 会 長 の 命 を 受 け て 、 協 議 会 の 出 納 そ の 他 の 会 計 事

務 を つ か さ ど る 。

４ 現 金 は 、 事 務 局 長 が 協 議 会 名 義 に よ り 、 金 融 機 関 に 預 金 し て 保 管 し な

け れ ば な ら な い 。

（ 決 算 ）

第 ６ 条 会 長 は 、 毎 会 計 年 度 終 了 後 速 や か に 協 議 会 の 決 算 を 調 整 し 、 監 査



員 の 監 査 に 付 し た 後 、 会 議 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

（ 収 入 お よ び 支 出 の 手 続 ）

第 ７ 条 協 議 会 の 予 算 に 係 る 収 入 お よ び 支 出 の 手 続 は 、 秋 田 市 の 例 に よ る

も の と す る 。

２ 協 議 会 の 出 納 員 は 、 次 に 掲 げ る 簿 冊 を 備 え 、 出 納 の 管 理 を 行 う も の と

す る 。

( 1 ) 予 算 整 理 簿

( 2 ) そ の 他 必 要 な 簿 冊

（ 委 任 ）

、 、第 ８ 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 協 議 会 の 財 務 に 関 し 必 要 な 事 項 は

事 務 局 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 2 0年 ６ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。

別 表 第 １ （ 第 ４ 条 関 係 ）

歳 入 予 算 の 款 お よ び 項 の 区 分

款 項

１ 負 担 金 １ 負 担 金

２ 国 庫 支 出 金 ２ 国 庫 補 助 金

３ 諸 収 入 ３ 雑 入

別 表 第 ２ （ 第 ４ 条 関 係 ）

歳 出 予 算 の 款 お よ び 項 の 区 分

款 項

１ 事 業 費 １ 会 議 ・ 広 報 費

２ 調 査 研 究 費

２ 事 務 局 費 １ 事 務 局 費

３ 予 備 費 １ 予 備 費
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秋 田 市 公 共 交 通 協 議 会 委 員 の 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 程 （ 案 ）

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 程 は 、 秋 田 市 公 共 交 通 協 議 会 規 約 （ 以 下 「 規 約 」 と い う ）。

第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 秋 田 市 公 共 交 通 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と

い う ） の 委 員 の 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 の 額 な ら び に そ の 支 給 方 法 に 関 し 、。

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 報 酬 ）

第 ２ 条 秋 田 市 公 共 交 通 協 議 会 設 置 要 綱 第 ２ 条 に 規 定 す る 委 員 （ た だ し 、 第

２ 条 第 １ 号 お よ び 第 ３ 号 お よ び 第 ６ 号 の 委 員 な ら び に 第 ２ 号 の 道 路 管 理 者

を 除 く ） が 協 議 会 の 会 議 に 出 席 し た 場 合 に 報 酬 を 支 払 う こ と と し 、 そ の 額

は 日 額 7,0 0 0円 と す る 。

（ 費 用 弁 償 ）

第 ３ 条 協 議 会 の 会 長 お よ び 委 員 な ら び に 監 査 員 が 、 協 議 会 の 職 務 を 行 う た

め に 秋 田 市 以 外 の 地 域 に 出 張 し た と き は 、 費 用 弁 償 と し て 、 秋 田 市 職 員 等

の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 2 8年 秋 田 市 条 例 第 ５ 号 ） に 規 定 す る 市 長 等 の 受

け る 旅 費 に 相 当 す る 額 を 支 給 す る 。

（ 支 給 方 法 ）

第 ４ 条 前 条 に 規 定 す る 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 の 支 給 方 法 は 、 秋 田 市 の 例 に よ

る 。

（ 委 任 ）

第 ５ 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 に 関 し 必 要 な 事

項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 20年 ６ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。
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秋 田 市 地 域 公 共 交 通 協 議 会 事 務 局 処 務 規 程

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 程 は 、 秋 田 市 地 域 公 共 交 通 協 議 会 設 置 要 綱 第 ６ 条 第 ３ 項 の

規 定 に 基 づ き 、 秋 田 市 地 域 公 共 交 通 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う ）。

の 事 務 局 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 所 掌 事 務 ）

第 ２ 条 事 務 局 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 所 掌 す る 。

( 1 ) 協 議 会 の 会 議 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 協 議 会 の 協 議 資 料 の 作 成 に 関 す る こ と

( 3 ) 協 議 会 の 財 務 に 関 す る こ と 。

( 4 ) 協 議 会 の 処 務 に 関 す る こ と 。

( 5 ) 広 報 お よ び 広 聴 に 関 す る こ と 。

( 6 ) そ の 他 協 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項

（ 職 員 ）

第 ３ 条 事 務 局 に 、 事 務 局 長 、 事 務 局 次 長 そ の 他 の 職 員 を 置 く 。

２ 前 項 に 定 め る 職 員 は 、 協 議 会 の 会 長 （ 以 下 「 会 長 」 と い う ） が 任 命。

す る 。

（ 職 員 の 職 務 ）

第 ４ 条 事 務 局 長 は 、 会 長 の 命 を 受 け 、 事 務 局 の 事 務 を 掌 理 す る 。

２ 事 務 局 次 長 は 、 事 務 局 長 を 補 佐 し 、 事 務 局 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 事

務 局 長 が 欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。

３ 前 ２ 項 に 規 定 す る 職 員 以 外 の 職 員 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 事 務 に 従 事 す

る 。

（ 会 長 の 決 裁 事 項 ）

第 ５ 条 会 長 が 決 裁 す る 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。

( 1 ) 協 議 会 の 会 議 に 付 す べ き 事 項 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 協 議 会 の 予 算 お よ び 決 算 の 調 整 に 関 す る こ と 。

( 3 ) 規 程 等 の 制 定 改 廃 に 関 す る こ と 。

( 4 ) そ の 他 重 要 と 認 め る 事 項 に 関 す る こ と 。
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（ 専 決 事 項 等 ）

第 ６ 条 協 議 会 の 運 営 に お け る 各 職 位 の 事 案 の 処 理 権 限 等 に 関 し て は 、 秋

田 市 の 例 に よ る も の と す る こ の 場 合 に お い て 市 長 と あ る の は 会。 、「 」 「

」 、「 」 、 「 」 「 」 、長 と 副 市 長 と あ り お よ び 部 長 と あ る の は 事 務 局 長 と

「 課 長 」 と あ る の は 「 事 務 局 次 長 」 と す る も の と す る 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 事 務 局 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 専 決 す る こ

と が で き る 。

( 1 ) 事 務 局 の 事 務 の 取 扱 方 針 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 各 種 資 料 等 の 調 整 に 関 す る こ と 。

（ 代 決 ）

第 ７ 条 会 長 が 不 在 の と き は 、 会 長 が あ ら か じ め 指 名 す る 者 が そ の 事 務 を

代 決 す る 。

（ 文 書 の 取 扱 い ）

第 ８ 条 事 務 局 に お け る 文 書 の 収 受 、 発 送 、 処 理 、 保 存 そ の 他 の 文 書 の 取

扱 い は 、 秋 田 市 の 例 に よ る も の と す る 。

（ 公 印 ）

第 ９ 条 協 議 会 の 公 印 の 名 称 、 ひ な 形 、 寸 法 、 書 体 、 使 用 区 分 、 管 理 者 お

よ び 個 数 は 、 別 表 の と お り と す る 。

（ 委 任 ）

第 1 0条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め

る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 2 0年 ５ 月 2 7日 か ら 施 行 す る 。
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別 表 （ 第 ９ 条 関 係 ）

名 称 ひ な 形 寸 法 書 体 使 用 区 分 管 理 者 個 数

秋 田 市 地 域 秋 田 市 地 域 方 1 7ミ リ れ い 書 会 長 名 を 事 務 局 １

公 共 交 通 協 公 共 交 通 協 メ ー ト ル も っ て 発 長

議 会 長 印 議 会 長 印 す る 文 書



平成20年度秋田市地域公共交通協議会予算（案）

第１表　歳入歳出予算

【歳　入】 （単位：千円）

款 項 金額

１　負担金 1

１　負担金 1

２　国庫支出金 6,000

１　国庫補助金 6,000

３　諸収入 2

１　雑入 2

計 6,003

【歳　出】 （単位：千円）

款 項 金額

１　事業費 6,001

１　会議・広報費 1

２　調査研究費 6,000

２　事務局費 1

１　事務局費 1

３　予備費 1

１　予備費 1

計 6,003




